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は じ め に 
 

 

本市では昭和 45年６月に制定された「交通安全対策基本法」（昭和 45年法律第 110号）に基

づき、昭和 46年度以降 10 次にわたり「大阪市交通安全計画」を策定し、関係機関（自治体、交

通管理者及び道路管理者等）・団体（学校、企業及び地域社会等）等の協力を得て各般にわたる

交通安全施策を積極的に推進し、交通事故防止に努めてきました。 

 この結果、交通事故件数は、平成 17年以降 16年連続で減少となりました。 

第 10次大阪市交通安全計画（平成 28年度～令和２年度）では、令和２年までに年間の交通事

故死者数を 31人以下に、交通事故死傷者数を 11,200人以下にするという目標を掲げ、さまざま

な交通安全対策を推進してきた結果、交通事故死傷者数については、令和２年において、9,530

人となり目標が達成され、交通事故死者数については、令和元年に統計史上最少となる 34 人と

なるなど、一定の成果を得ることができました。 

 しかしながら、交通事故件数は依然として高い状態で推移しており、とりわけ、高齢者や自転

車が関連する交通事故件数の交通事故全体に占める割合が高く、交通事故のない安全安心な社

会の実現にはなお一層の努力が求められます。 

 このような状況から、交通事故の防止は、関係機関等だけでなく市民一人ひとりが取り組まな

ければならない緊急かつ重要な課題となっています。 

こうしたことから、この「第 11次大阪市交通安全計画」（以下、「本計画」という。）では、大

阪市域における陸上交通（鉄道等事業を除く）の現状と課題を踏まえつつ、「人優先」の交通安

全思想の下、交通安全対策の最終目標である「交通事故のない安全なまち大阪」の実現をめざし

て、令和３年度からの５年間に講ずべき総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、市民の皆さまの

ご理解とご協力を得ながら、交通安全施策の推進に取り組んでいきます。 
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計画の基本的な考え方 

 
本計画における基本的な考え方は、第 11次として先に定められた、国の交通安全基本計画や、

これを受けて作成された大阪府の計画に準じ、次のとおりとします。 

 

１ 交通事故のない社会をめざして 

市民の安全・安心の確保の観点から、防犯や防災、さらに、昨今の新型コロナウイルス感染

症対策への要請が喫緊に高まっているところですが、交通事故についても、件数は減少傾向に

あるものの依然高い水準で推移し、毎年多くの方が被害に遭われています。 

真に豊かで活力のある社会を構築していくためには、安全で安心して暮らすことができ、移

動することができる社会を実現することが極めて重要です。 

人命尊重の理念に基づき、また、交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案し

て、究極的には交通事故のない社会をめざし、悲惨な交通事故の根絶に向けて、更なる一歩を

踏み出さなければなりません。 

 

２ 人優先の交通安全思想 

高齢者、障がい者、子ども等、道路交通において弱い立場にある歩行者の安全を確保するた

めの「人優先」の交通安全思想を、あらゆる施策を推進する際の基本とします。 

 

３ 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築 

高齢者が歩行者として交通事故被害に遭ったり、高齢者が運転者として引き起こす交通事

故の防止は、喫緊の課題です。また、事業用自動車における運転者の高齢化など、高齢化社会

の進展に伴い生じる様々な交通安全の課題に向き合い、解決していくことが不可欠となりま

す。 

そこで、高齢になっても安全に移動することができ、安心して移動を楽しみ豊かな人生を送

ることのできる社会、さらに、年齢や障がいの有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる

「共生社会」を構築することをめざします。 

 

４ 交通社会を構成する要素に係る安全対策 

（１）人間に係る安全対策 

歩行者等の交通安全意識の徹底、指導の強化等を図り、市民一人ひとりが、自ら安全で安

心な社会を構築していこうとする前向きな意識を持つようになることが極めて重要である

ことから、交通安全に関する教育、普及啓発活動を充実させます。その際、住民が身近な地

域や団体において、地域の課題を認識し自ら具体的な目標や方針を設定したり、交通安全に

関する各種活動に直接関わったりしていくなど、安全で安心な社会の形成に積極的に関与

していけるような仕組みを作ることが必要です。 

（２）交通環境に係る安全対策 

機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、交通管制システムの充実、効果的

な交通規制の推進、交通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対策等を図ります。また、

交通環境の整備にあたっては、人優先の考えの下、人間自身の移動空間と自動車や鉄道等の

交通機関との分離を図るなどにより、混合交通に起因する事故の危険を排除する施策を充

実させます。 

 

５ 特に注視すべき事項 

（１）人手不足への対応 

交通に関わる多岐にわたる分野・職種において人手不足の影響がみられ、自動化・省力化

等の進展がみられる中で、交通安全が損なわれることがないよう、人材の質を確保し、交通

安全教育の徹底に取り組んでいきます。 

（２）高まる安全への要請と交通安全 

感染症を始め、自然災害の影響等の様々な安全への要請が高まる中にあっても、確実に交

通安全を図るため、多様な専門分野間の連携に一層柔軟に取り組んでいきます。 
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（３）新型コロナウイルス感染症の影響の注視 

新型コロナウイルス感染症は、直接的・間接的に、交通そのものや市民のライフスタイル

ひいては交通行動にも影響を及ぼしていることが認められることから、交通事故発生状況

や事故防止策への影響を注視するとともに、必要な対策を臨機に取っていきます。 

 

６ 救助・救急活動及び被害者支援の充実 

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるための迅速な

救助・救急活動や負傷者の治療の充実等を図ります。また、「犯罪被害者等基本法」（平成 16

年法律第 161号）を踏まえ、交通安全の分野における被害者支援の一層の充実を図ります。 

 

７ 参加・協働型の交通安全活動の推進 

交通事故防止のために、国、府、市町村及び団体等が緊密な連携を図ることはもとより、市

民が交通安全に関する施策に計画段階から参加できる仕組みづくりを行い、市民の理解と協

力の下、地域の特性に応じた取組みが可能となるような参加・協働型の交通安全活動を推進し

ます。 
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第１章 道路交通事故の現状と今後の道路交通安全対策を考える視点 

１ 交通事故の推移 

大阪市における過去 10年間の交通事故発生件数、負傷者、重傷者及び死者数は減少傾向

で推移しています。 

「第 10 次大阪市交通安全計画」における、「令和２年までに交通事故による死者数を年

間 31人以下とする」という目標については、達成できませんでした。 

 
 

 
 

 

  

交通事故発生件数等の推移 

 第 9次大阪市交通安全計画 第 10次大阪市交通安全計画 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

発生件数（件） 14,747 14,500 13,973 12,946 12,769 12,173 11,332 10,885 10,080 8,256 

負傷者（人） 17,282 16,900 16,418 15,221 14,867 14,231 13,398 12,723 11,700 9,493 

うち重傷者（人） 1,016 907 892 793 851 935 908 1,085 977 878 

死者（人） 65 51 49 51 51 49 44 44 34 37 
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２ 交通事故の現状 

令和２年中の大阪市内における交通事故の特徴は次のとおりです。 

（１）高齢者の交通事故状況 

高齢者の交通事故件数は減少傾向で推移していますが、全事故に占める高齢者事故の

割合は増加傾向にあります。令和２年の全事故の死者数 37 人のうち 14 人（38％）が高

齢者となっています。また、死者の事故発生状況では、歩行中が最も多く、次いで自転車

乗車中となっており、いずれも信号無視によるものが上位を占めています。 

 

高齢者の事故発生件数 

 第 9次大阪市交通安全計画 第 10次大阪市交通安全計画 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

発生件数（件） 3,277 3,429 3,524 3,543 3,648 3,563 3,339 3,369 3,153 2,518 

高齢者事故の割合 22% 24% 25% 27% 29% 29% 29% 31% 31% 30% 

負傷者（人） 1,922 2,004 1,987 1,993 2,066 2,017 1,832 1,859 1,631 1,351 
全負傷者数に占める割合 11% 12% 12% 13% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 

うち重傷者（人） 239 227 215 206 249 265 253 333 300 283 

全重傷者に占める割合 24% 25% 24% 26% 29% 28% 28% 31% 31% 32% 

死者（人） 18 19 21 30 21 23 20 15 25 14 
全死者数に占める割合 28% 37% 43% 59% 41% 47% 45% 34% 74% 38% 
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●事故発生状況（死者 14名） 

歩行中 自転車乗車中 

10人 ４人 

 

●事故発生状況の内訳 

歩行中 自転車乗車中 

信号無視 横断中 信号無視 安全不確認 

４件 １件 ３件 １件 

※高齢者が第１当事者である場合を計上 
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（２）子どもの交通事故状況 

子どもの交通事故件数は減少傾向で推移しています。全事故に占める子どもの事故の

割合は、この 10年間ほぼ横ばいとなっています。なお、令和２年において大阪府で発生

した子どもの死者は、大阪市のみで発生しています。 

また、死傷者の事故発生状況では、自転車乗車中が最も多く、次いで自動車等乗車中、

歩行中の順となっています。 

 
子どもの交通事故件数 

 第 9次大阪市交通安全計画 第 10次大阪市交通安全計画 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

発生件数（件） 633 586 524 432 399 397 337 305 293 230 

子どもの事故の割合 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

負傷者（人） 987 872 818 705 634 661 615 588 547 399 
全負傷者数に占める割合 6% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 

うち重傷者（人） 50 33 36 39 33 30 32 33 22 27 

全重傷者に占める割合 5% 4% 4% 5% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 

死者（人） 1 1 1 2 0 2 0 3 0 1 
全死者数に占める割合 2% 2% 2% 4% - 4% - 7% - 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●事故発生状況（死傷者） 

自転車乗車中 自動車等乗車中 歩行中 

207人 100人 87人 

※件数が多いものを掲載 
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（３）歩行者の交通事故状況 

歩行者の交通事故件数は減少傾向で推移していますが、歩行者事故における死者数が

全事故の死者数に占める割合は近年増加傾向にあります。 

また、死傷者の事故発生状況では、横断中が最も多く、その中でも横断歩道での発生が

最多となっています。 

 

歩行者の交通事故件数 

第 9次大阪市交通安全計画 第 10次大阪市交通安全計画 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

発生件数（件） 1,389 1,361 1,294 1,261 1,309 1,217 1,096 1,170 1,111 865 

歩行者事故の割合 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 10% 

負傷者（人） 1,405 1,392 1,306 1,253 1,320 1,239 1,098 1,177 1,113 876 

全負傷者数に占める割合 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 

うち重傷者（人） 213 140 158 161 203 195 171 212 182 165 

全重傷者に占める割合 21% 15% 18% 20% 24% 21% 19% 20% 19% 19% 

死者（人） 21 11 16 28 16 18 17 15 16 16 

全死者数に占める割合 32% 22% 33% 55% 31% 37% 39% 34% 47% 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●事故発生状況（死傷者） 

人対車両 

横断中 背面通行中 対面通行中 

486件 113件 78件 

  ※件数が多いものを掲載 

 

●横断中事故の内訳 

横断歩道 横断歩道付近 横断歩道橋付近 その他 

272件 29件 １件 184件 
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（４）自転車の交通事故状況 

自転車の交通事故件数は減少傾向で推移していますが、自転車事故における死者数が

全事故の死者数に占める割合は増加傾向にあります。令和２年の全事故の死者数 37人の

うち 12 人（32％）が自転車乗車中となっており、そのうち高齢者は４人（33％）です。 

また、死傷者の事故発生状況では、車両との出会い頭が最も多く、ついで左折時、右折

時の順となっています。 

 

自転車の交通事故件数 

 第 9次大阪市交通安全計画 第 10次大阪市交通安全計画 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

発生件数（件） 6,110 5,992 5,587 5,172 4,916 4,720 4,458 4,367 4,174 3,538 

自転車事故の割合 41% 41% 40% 40% 38% 39% 39% 40% 41% 43% 

負傷者（人） 6331 6185 5789 5332 5060 4913 4644 4552 4327 3680 
全負傷者数に占める割合 37% 37% 35% 35% 34% 35% 35% 36% 37% 39% 

うち重傷者（人） 443 423 391 363 399 416 438 539 511 438 

全重傷者に占める割合 44% 47% 44% 46% 47% 44% 48% 50% 52% 50% 

死者（人） 14 20 15 13 19 8 13 7 11 12 
全死者数に占める割合 22% 39% 31% 25% 37% 16% 30% 16% 32% 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●死者数の内訳 

高齢者 ４人 33％ 

それ以外 ８人 67％ 

 

 

 

 

 

●事故発生状況（死傷者） 

出会い頭 左折時 右折時 

1913人 523人 364人 

（52％） （14％） （10％） 

※件数が多いものを掲載 
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（５）飲酒運転事故の状況 

飲酒運転による交通事故件数は減少傾向で推移していますが、令和２年においても 45

件発生しており、大阪府における飲酒運転事故の３割が大阪市で発生しています。 

また、負傷者数、死者数のいずれも前年を上回っています。 

 

飲酒運転の交通事故件数 
 第 9次大阪市交通安全計画 第 10次大阪市交通安全計画 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

発生件数（件） 79 59 58 64 56 56 70 45 40 45 

負傷者（人） 109 83 77 104 71 72 104 56 53 55 

死者（人） 8 0 1 0 6 1 2 0 1 3 

 

 
 

●大阪府における発生件数 

 H28 H29 H30 R１ R2 

府内（件） 191 207 181 174 151 

市内（件） 56 70 45 40 45 

割合（％） 29％ 34％ 25％ 23％ 30％ 
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３ 本計画における目標 

交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を考えると、人命尊重の理念に基づき、究

極的には交通事故のない社会をめざす必要があります。 

しかしながら、交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではなく、まずは死者数

や命に関わり優先度が高い重傷者数（交通事故によって負傷し、１ヵ月（30 日）以上の治

療を要するものをいう。）をゼロに近づけることをめざすこととし、国の「第 11 次交通安

全基本計画」では、 

①世界一安全な道路交通の実現をめざし、令和７年までに年間の 24時間死者数を 2,000

人以下とする（30 日以内死者数は 2,400人） 

②令和７年までに年間の重傷者数を 22,000人以下とする 

という目標が設定されました。 

本計画においては、国及び大阪府の計画に示された目標設定の考え方との整合性を図り、

最終年である令和７年までに達成すべき目標として、 

①交通事故による 24 時間以内死者数を年間 26人以下 

②重傷者数を年間 695人以下 

とすることをめざし、市民の理解と協力の下、公民連携して、交通安全の諸施策を総合的か

つ強力に推進していきます。 

また、本市関係部署において、実績把握と地域実情に応じて改善を行いながら、目標の達

成に努めていくこととします。 

 

４ 今後の道路交通安全対策を考える視点 

近年、交通事故による死者数が減少していることから、これまでの交通安全計画に基づ

いて実施してきた施策には一定の効果があったものと考えられます。 

このことから、従来からの交通安全対策を基本としつつも、目まぐるしく変化する経済

社会情勢、交通情勢の変化を踏まえながら、より効果的な対策に取り組んでいきます。 

交通事故の発生に関する情報を収集し、原因の分析など検証を充実させることにより、

必要に応じた改善を図っていくこととします。 

そのために、 

１ 道路交通環境の整備 

２ 交通安全思想の普及啓発 

３ 自動車駐車対策の推進 

４ 道路交通秩序の維持 

５ 救助・救急活動の充実 

６ 交通事故相談活動の推進及び交通事故被害者支援の充実 

７ 調査研究の充実 

の７つの交通安全対策を実施するものとします。 

また、これらの対策を実施していくにあたっては、次のような視点を重視して対策の推

進を図っていきます。 

 

（１）高齢者及び子どもの安全確保 

高齢者については、市内の 65歳以上の老年人口が年少人口を超えるなど、急速に高齢

化が進展しており、そのような中で、交通事故死者数に占める高齢者の割合は、全体の

38％（前掲「高齢者の交通事故状況」（４頁）参照））となっており、高齢者が安全にかつ

安心して生活することができる交通環境の形成がますます重要となっています。 

とりわけ、自転車事故による死者数に占める高齢者の割合が 33％（前掲「自転車の交

通事故の状況」（７頁）参照）となっており、高齢者の行動特性を考慮した対策を講じる

必要があります。 

そのためには、加齢による身体機能の変化に関わりなく、多様な人々が生活しやすい都

市環境や生活環境を設計するとの考え方に基づいて、バリアフリー化された道路交通環

境の形成を図るとともに、運転する立場となる高齢者の安全運転を支える対策を進めて

いく必要があります。さらに、運転免許返納促進に向けた取組みも有効であるものの、こ

れと併せて、運転免許返納後の高齢者の移動を伴う日常生活を支えるための対策につい
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ても推進していくことが重要となります。 

また、将来を担う子どもたちの尊い命を交通事故から守る必要性が一層求められてい

ます。こうしたことから、通学路等子どもが日常的に移動する経路が、安全安心な歩行空

間となるよう、整備を推進することや、幼児から高齢者まで段階的な交通安全教育の普及

啓発活動等の推進を図る必要があります。 

 

（２）歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

安全で安心な社会の実現を図るため、自動車等と比較して弱い立場にある歩行者の安

全を確保することが必要不可欠であり、特に、高齢者や子どもにとって身近な道路の安全

性を高めることが一層求められています。 

このことから、人優先の考え方の下、通学路等子どもが日常的に移動する経路、生活道

路及び市街地の幹線道路を安全安心な歩行空間として確保する対策を推進します。 

また、横断歩道をはじめ一時停止が定められている場所において、自動車が一時停止し

ない状況も見受けられ、歩行者優先の徹底がまだまだ不十分であると考えられることか

ら、運転者はもとより、歩行者に対する交通ルールの周知など、遵法意識を向上させるた

めの交通安全教育等を引き続き推進していく必要があります。 

次に、自転車が関係した交通事故については、平成 16年をピークに減少に転じている

ものの、令和２年中の交通事故件数に占める自転車事故件数の割合は、全体の 43%（前掲

「自転車の交通事故状況」（７頁）参照））、交通事故死者数に占める自転車乗用中の死者

数の割合は、全体の 32%になるなど、高い割合を占めています。また、自転車の絡む車両

相互の事故では、出会い頭による事故の割合が 52％となっており、主な原因としては、

自転車運転者による安全確認不足や信号無視等の交通違反が挙げられます。 

その他、歩道上を自転車で高速で走るなどの危険運転や、接触事故を誘発するような自

転車の路上放置も後を絶たず、交通マナー面において解決しなければならない諸問題が

依然として存在しています。 

このような現状を踏まえ、広く一般に対しては、引き続き基本的な交通ルールの遵守及

び交通マナーの向上のための普及啓発とともに、とりわけ自転車運転者に対しては、損害

賠償責任保険等の加入や乗車時のヘルメット着用を促すための普及啓発を粘り強く推進

していく必要があります。 

 

（３）生活道路及び幹線道路における安全確保 

全死者数のうち、生活道路である車道幅員 5.5 メートル未満の道路における死者数に

ついては減少傾向にあるものの、市民生活における安全安心を担保するためには、生活道

路における交通の安全を確保するための対策を一層推進する必要があります。 

そのためには、幹線道路を走行すべき自動車が抜け道等として生活道路に流入するケ

ースについては、これを抑制する一方、真に流入が必要な自動車に対しては、生活道路を

安全に走行するための速度抑制や安全確認など交通法規の遵守を徹底させる必要があり、

そのためのハード、ソフト両面からの取組みを推進していきます。 

 

（４）交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

第 10次計画期間中、ETC2.0（※）から得られた詳細なビッグデータの情報（発生地域、

場所、形態等）を分析することで、従来の対策では困難であった事故の抑止に向けた対策

に効果的・効率的に取組みが進められました。 

新しい道路交通システムの構築と相まって、こうしたデータ等を活用していくかが今

後の課題となります。 

（※）ETC(Electronic Toll Collection System)とは、高速道路や有料道路の料金所

ゲートで、自動車や自動二輪に搭載した車載器と無線通信を行い、車種や通行区間を

判別して認証や決済を行うシステムのこと。この 2.0 では、①大量の情報の送受信

が可能となり、②IC（インターチェンジ）の出入り情報だけでなく、経路情報の把握

が可能となる等、これまでの ETC よりも格段に進化した機能を有しており、道路利

用者はもちろん、道路施策に様々なメリットをもたらす道路交通の安全性、輸送効率

及び快適性の向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境
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保全に寄与することを目的に、最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両と

を一体のシステムとして構築する新しい高度道路交通システム（ITS：Intelligent 

Transport Systems）推進に大きく寄与するシステム 

 

（５）地域が一体となった交通安全対策の推進 

今後、ますます高齢化が進展していく中で、地域に根差した課題も複雑多様化が進んで

います。こうした中で、交通安全の確保も課題の一つであり、その解決に向けては、それ

ぞれの地域実情やニーズを十分に踏まえつつ、関係機関・団体等と地域住民とが協働によ

り取り組んでいくことが、一層重要となります。 
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第２章 講じようとする施策 

１ 道路交通環境の整備 

道路交通環境の整備については、これまでも幹線道路と生活道路の両面から対策を推進

しています。 

少子高齢化が一層進展する中で、高齢者や障がい者、子ども等を交通事故から守る観点か

ら、人優先の安全・安心な歩行空間の整備、交通安全施設等の整備事業や効果的で重点的な

事故対策の推進を図るなど、次のような施策を具体的に推進します。 

 

（１）生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまで一定の成果を挙げてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策であり、

歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策は十分とはいえず、また、生活道路への通過

交通の流入等の問題も依然として深刻です。 

このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において歩

道を積極的に整備するなど「人」の視点に立った交通安全対策を推進していく必要があ

り、特に交通の安全を確保する必要がある道路において、歩道等の交通安全施設等の整備

等きめ細かな事故防止対策を実施することにより車両の速度の抑制や、自動車、自転車、

歩行者等の安全な道路交通環境を形成することとします。 

ア 生活道路における交通安全対策の推進 

道路管理者と警察が連携して、面的かつ総合的な事故抑止対策を、事故の態様、交通

量、地域住民の要望等を踏まえ、関係者間の連携を十分に図りながら、その実施に取り

組みます。 

警察においては、交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合に配意した施策を推

進し、具体的には、生活道路における歩行者・自転車利用者の安全を確保するため、最

高速度 30キロメートル毎時の区域規制等を前提とした「ゾーン 30」を整備するなどの

低速度規制を実施するほか、道路標識・道路標示の高輝度化や信号灯器のＬＥＤ化、路

側帯の設置・拡幅、ゾーン規制の活用等の安全対策や外周幹線道路を中心に信号機の改

良、光ビーコン、交通情報板等によるリアルタイムの交通情報提供等の交通流円滑化対

策を実施します。また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平

成 18年法律第 92 号。以下「バリアフリー法」という。）の重点整備地区内の主要な経

路を構成する道路を中心に音響式信号機、高齢者等感応信号機、歩行者感応信号機等の

バリアフリー対応型信号機の整備を推進します。 

道路管理者においては、外周幹線道路の通行を円滑化し、エリア内への通過車両を抑

制するため、交差点の改良等を進める外周道路対策をはじめ、歩行者や自転車の通行を

優先するゾーン形成を図るため、車両の速度を抑制する道路構造（車道幅を局所的に狭

さくしたり、クランクの設置など）の整備等を行うゾーン対策、さらには、安心して移

動できる歩行空間ネットワークの整備を図るため、歩道の整備、歩行空間のバリアフリ

ー化等の経路対策を推進します。 

また、通過車両の進入を抑え、歩行者等の安全確保と生活環境の改善を図るため、コ

ミュニティ道路（歩行者の通行を優先させるため、車両速度を抑制するクランク等や歩

行者を物理的に分離するための縁石等を整備した道路）等の整備を推進します。 

イ 通学路等における安全の確保 

通学路における安全を確保するため、関係機関・団体等により策定した「大阪市通学

路安全プログラム」に基づき、合同点検を実施し、路肩のカラー舗装、防護柵や車止め

の設置等のハード対策や安全教育の実施等のソフト対策を実施します。 

また、未就学児が日常的に集団で移動する経路においても、緊急交通安全点検等の結

果を踏まえ、安全安心な歩行空間の確保を図ります。 

ウ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

（ア）高齢者や障がい者等を含めて全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会を実

現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性が確保された歩

道、歩道の段差・勾配の改善、昇降装置付立体横断施設、自転車駐車場等を整備し、

歩行空間のバリアフリー化を進めるとともに改築事業等と併せた無電柱化を推進しま

す。あわせて、高齢者、障がい者等の通行の安全と高齢運転者の増加に対応するため、
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信号灯器のＬＥＤ化等を推進します。 

また、駅前等の交通結節点において、エレベーター等の設置、スロープ化や建築物

との直結化が図られた立体横断施設、交通広場等の整備の推進等、安全で快適な歩行

空間を積極的に確保します。 

特に、市内 25 地区のバリアフリー重点整備地区においては、公共交通機関等のバ

リアフリー化と連携しつつ、歩行空間のバリアフリー化を図ります。 

さらに、視覚障がい者誘導用ブロックの設置等により、公共施設の位置や施設まで

のバリアフリー経路等を適切に案内します。 

（イ）高齢者、障がい者等の歩行空間の確保を図るため、円滑な移動を阻害する要因とな

っている、歩道や視覚障がい者誘導用ブロック上等における放置自転車の撤去等を推

進します。 

 

（２）幹線道路における交通安全対策の推進 

基本的な交通の安全を確保するため、幹線道路とその他の道路が適切に機能分担が図

れるよう道路整備を推進するとともに、交通結節点等へのアクセスを強化し、人流の公共

交通への転換を図ります。 

ア 事故危険箇所対策の推進 

死傷事故率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路（中央線等により道路

の中央が定められていない道路）を指定した「事故危険箇所」について、道路管理者と

警察が連携して集中的な事故抑止対策を推進します。 

事故危険箇所においては、信号機の新設・改良、歩車分離式信号の運用、歩道等の整

備、交差点改良、視距の改良、付加車線等の整備、中央帯の設置、防護柵、区画線等の

整備、道路照明・視線誘導標等の設置等の対策を推進します。 

イ 適切に機能分担された道路網の整備 

交通の安全と円滑化を確保するため、道路の体系的整備に取り組むとともに、他の交

通機関との連携強化を図ります。 

（ア）自動車、自転車、歩行者等の異種交通を分離し、歩行者空間等を確保するとともに、

交通流の純化を促進するため、幹線道路を整備します。 

（イ）一般道路と比較して死傷事故率が低く安全性の高い地域高規格幹線道路等の整備を

進め、より多くの交通量を分担させることによって道路ネットワーク全体の安全性を

向上させます。 

（ウ）通過交通の排除と交通の効果的な分散により、都市部における交通渋滞、交通事故

の多発等の防止を図るため、幹線道路網の整備を推進します。 

ウ 既存道路の交通事故対策の推進 

交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、次の方針に

より道路の改築等による交通事故対策を推進します。 

（ア）歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置するた

めの道路空間の再配分、既存道路の拡幅、自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示

した道路の整備等の道路交通の安全に寄与する道路整備を推進します。 

（イ）交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図るため、右折レ

ーンの設置や延伸をはじめとする短期的なハード整備や立体交差化等を図ります。 

（ウ）交通安全施設についても併せて整備することとし、道路標識、中央帯、車両停車帯、

道路照明、防護柵等の整備を推進します。 

（エ）道路の機能と沿道の土地利用を含めた道路の利用実態との調和を図ることが交通の

安全の確保に資することから、交通流の実態を踏まえつつ、植樹帯の設置、路上駐停

車対策等に取り組みます。 

（オ）商業系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空間を確保する

ため、交通量や通行の状況に即して、幅の広い歩道、自転車通行空間等の整備を推進

します。 

（カ）交通混雑が著しい鉄道駅周辺地区等において、人と車の交通を体系的に分離すると

ともに、安全な歩行者空間の拡大を図るため、地区周辺の幹線道路、立体横断施設、

交通広場等の総合的な整備を推進します。 
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エ 交通安全施設等の高度化 

道路管理者と警察が連携し、道路の構造及び交通の実態を勘案して、交通事故が発

生する危険性が高い場所等における信号機の設置に向けて協議等を実施します。 

 

（３）交通安全施設等整備事業の推進 

令和３年度から７年度までを計画期間とする社会資本整備重点計画（令和３年５月 28

日閣議決定）に即して、道路管理者と警察が連携し、事故実態の調査・分析を行いつつ、

次の方針により計画的かつ重点的に交通安全施設等整備事業を推進することにより、道

路交通環境を改善し、交通事故の防止と交通の円滑化を図ります。 

ア 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

生活道路において、人優先の考えの下、「ゾーン 30」等の車両速度の抑制をはじめと

した通過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進するとともに、歩

行空間のバリアフリー化及び通学路における安全安心な歩行空間の確保を図ります。 

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等によ

る歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図ります。 

イ 幹線道路対策の推進 

死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路を事故危険箇所と

して選定の上、集中的に交通安全施設等を整備し、対策実施箇所の死傷事故件数の抑止

を図ります。 

ウ 交通円滑化対策の推進 

安全な道路交通環境の実現にあたっては、道路を円滑・快適に利用できることが必要

です。このため、道路管理者として分かりやすい道路標識等の整備、道路の使用及び占

用の適正化等によって、道路交通の円滑化を図ります。 

交通安全に資するため、交差点の立体化、開かずの踏切の解消等を推進するほか、駐

車対策を実施することにより、交通容量の拡大を図り、交通の円滑化を推進するととも

に、併せて、自動車からの二酸化炭素排出の抑制を推進します。 

エ 道路交通環境整備への住民参加の促進 

安全な道路交通環境の整備にあたっては、道路を利用する人の視点を生かすことが

重要であることから、地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全施設等の

点検を行う交通安全総点検を推進するとともに、道路利用者等が日常感じている意見

について、「おしえ太郎」（スマートフォン等のカメラ機能と GPS機能を利用して、道

路利用者等から道路の不具合等を本市へ伝達できるシステム）及び「標識ＢＯＸ」（は

がき、インターネット等を利用して、運転者等から道路標識等に関する意見を受け付け

るもの）、「道の相談室」等を活用して取り入れ、道路交通環境の整備に反映します。 

 

（４）高齢者等の移動手段の確保・充実 

公共交通サービスの改善を図るとともに、地域の輸送資源の総動員による持続可能な

移動手段の確保・充実を図る取組みを推進します。 

高齢者等の事故防止や移動手段の確保などに資する、最寄駅と目的地を結ぶラストマ

イル自動運転サービスを始めとした、地域の自動運転サービスの社会実装を推進します。 

また、公共交通等による移動の利便性を向上させる新たなモビリティサービスである

MaaS(Mobility as a Service)について、地域課題の解決に資する MaaSのモデル構築や

MaaS の普及に必要な基盤づくりへの支援を行うことで普及を推進し、高齢者を始めとす

る地域住民の移動手段の確保・充実を図ります。 

 

（５）歩行者空間のバリアフリー化 

高齢者や障がい者等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動できる社会を実

現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ歩行空間のバリアフリー化を推進し

ます。また、バリアフリー化を始めとする安全・安心な歩行空間を整備します。 
 
（６）無電柱化の推進 

平成 31年３月に策定した「大阪市無電柱化推進計画」に基づき、都市防災機能の向上、
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都市魅力の向上、歩行者空間の安全・快適性の向上を目的にさらなる無電柱化を推進しま

す。また、多様な整備手法の活用とコスト縮減の促進及び公民連携による整備の推進、道

路法第 37条による占用制限等により、無電柱化をより効率的・効果的に推進していきま

す。 

 

（７）自転車通行空間整備 

ア 安全で快適な自転車通行環境の整備 

自転車と歩行者の交通事故件数は増加傾向にあり、またコロナ禍において自転車利

用のニーズが高まっていることから、自転車と歩行者の通行空間を分離された安全か

つ円滑に通行できる自転車通行環境の整備を行っていく必要があります。このため、

「大阪市自転車通行環境整備計画」に基づき、自転車は車両であるとの原則の下、現在

市内中心部の幹線道路において、特に発生件数が多い歩道上の自転車と歩行者の事故

を防止するため、緊急的な対策として、車道に自転車の左側通行を促す青色矢印の路面

表示の設置を進めていきます。あわせて、市内全域の主要な幹線道路において、自転車

道等の安全で快適な通行空間の確保に向けた検討を進めていきます。 

イ 自転車等駐車対策の推進 

自転車等の駐車対策については、自転車等駐車対策協議会の設置など、「自転車の安

全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」（昭和 55 年法律第

87号）による施策を総合的に推進します。 

（ア）自転車駐車場の整備  

鉄道駅周辺及び自転車の駐車需要の多い地域を中心に、利用のされ方に応じた自転

車駐車場等の整備を推進するため、交通安全施設等整備事業、都市計画街路事業、鉄

道事業者への協力要請等により自転車駐車場の整備を進めます。また、自転車等の大

量の駐車需要を生じさせる施設及び共同住宅については、「大阪市自転車駐車場の附

置等に関する条例」（平成 22年大阪市条例第４号）に基づき、施設の新築・増築等の

際に自転車駐車場の設置を義務付け、放置自転車の削減を進めます。 

（イ）駅周辺における自転車駐車対策  

鉄道の駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため、昭和 58 年８月に

「大阪市放置自転車対策推進要綱」を、昭和 63 年４月に「大阪市自転車等の駐車の

適正化に関する条例」（昭和 63 年大阪市条例第 31 号）を制定し、これに基づき放置

禁止区域を指定し、区域内の放置自転車の即時撤去を行っています。令和３年３月末

までに、市内 146駅周辺を放置禁止区域に指定し、一定の効果を上げていますが、今

後も引き続き、道路に放置されている自転車等の撤去の推進を図ります。 

特にバリアフリー法に基づき、高齢者・障がい者等の円滑な通行を確保するため、

重点整備地区内の鉄道駅出口付近及びエレベーター付近においては、地域と連携した

重点的放置自転車対策を行い、効果的な広報啓発活動等の自転車対策を推進します。 

さらに、近距離利用の抑制を図るため、啓発活動の強化を図るとともに、昭和 63年

11 月から自転車駐車場の有料化に取り組んでいます。令和３年３月末までに 132 駅

（鉄道事業者等の運営を除く。）で自転車駐車場を有料化し、近距離利用等の抑制や

駐車場内の自転車利用秩序が回復されるなどの効果が上がっていることから、今後も

自転車利用の適正化に向けた取組を展開していきます。 

（ウ）自転車利用者に対する啓発  

放置自転車問題を地域の問題として、幅広く市民に「自転車の放置はしない・させ

ない」意識の高揚を図るため、自転車駐車場の利用方法や路上放置の防止など意識向

上に向けた啓発活動を引き続き展開します。 

また、自転車利用者に対し、社会的責任の自覚を求めるため、道路交通法その他の

法令の遵守、正しい駐車方法に関する教育及び広報活動を推進します。 

（８）交通需要マネジメントの推進 

活発な都市活動を支える基盤として、大量交通機関・個別輸送機関・技術革新に伴う新

たな交通手段などを総合的に組み合わせ、きめ細かな都市交通網の形成を図ることが必

要です。 

このため、総合交通体系の中枢を担う公共交通の充実・利用促進に努める一方、自動車
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交通については、機能的な道路ネットワークの整備とともに自動車利用の適正化を図る

など、総合的な交通対策を推進します。 

また、毎月 20日の「ノーマイカーデー」の運動を展開することによりマイカー通勤や

業務用車両の持ち帰りの削減、マイカーから公共交通機関への転換を喚起し、交通流の円

滑化を図ります。 

ア 公共交通機関利用の促進  

鉄道事業者が実施する安全対策・バリアフリー化への助成や、バスネットワークの維

持とサービス向上を図り、公共交通機関の利用を促進します。そのほか、割引サービス

やモビリティ・マネジメントなどの施策を推進するなど、鉄道、バス等の公共交通機関

への転換による円滑な道路交通の実現に努めます。 

イ 自動車利用の効率化 

不要不急の自動車利用の削減や時間帯による通行車両規制などにより、自動車交通

の効率化を図ります。 

ウ ノーマイカーデーの推進  

毎月 20日の「ノーマイカーデー」を中心としたキャンペーン活動をはじめとして広

報啓発活動を推進します。 

 

（９）災害に備えた道路交通環境の整備 

ア 災害に備えた道路の整備 

豪雨・豪雪、地震、津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支え

る道路交通を確保することとし、近年の集中豪雨災害や東北地方太平洋沖地震等の大

規模災害を踏まえ、大規模地震の発生時においても、被災地の救援活動や緊急物資輸送

に不可欠な緊急交通路を確保するため橋梁の耐震補強や無電柱化を推進します。 

津波に対しては、津波による人的被害を最小限にとどめるため、道路利用者への早期

情報提供、迅速な避難を行うための避難路の整備及び津波被害発生時においても緊急

交通路を確保するため、津波浸水域を回避する地域高規格幹線道路等の整備を推進し

ます。 

イ 災害に強い交通安全施設等の整備 

豪雨・豪雪、地震等の災害が発生した場合においても安全で円滑な道路交通を確保す

るため、情報提供装置等の整備及び通行止め等の交通規制を迅速かつ効果的に実施す

るための道路災害の監視システムの導入等の整備を推進します。 

ウ 災害発生時における安全な道路交通の確保 

阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、震災が発生した場合、警察や道路管理者等と相互

に協力して、道路・交通に関する情報を迅速かつ的確に把握し、交通の混乱を最小限に

止め、被災者の安全な避難と緊急車両の円滑な通行を確保するため、関係機関等と連携

して、災害応急活動が効果的に行えるよう連絡調整を図ります。 

エ 災害発生時における情報提供の充実 

災害発生時において、道路の被災状況を迅速かつ的確に収集・分析・提供し、復旧や

緊急交通路等の確保、道路利用者等への道路交通情報の提供等に資するため、インター

ネット等情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供を推

進します。 

 

（10）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

ア 道路の使用及び占用の適正化等 

（ア）道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可にあたっては、道路の構

造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用を行うとともに、

許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適正化について指導します。 

（イ）不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力な指導取締り

によりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施します。 

さらに、道路上から不法占用物件等を排除するため「道路ふれあい月間」等を中心
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に、指導、撤去、啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、道路の愛護思想の普

及を図ります。 

（ウ）道路の掘り返し 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事故・

渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整します。 

イ 子どもの遊び場等の確保 

（ア）街区公園等の整備  

令和２年度末現在における本市の都市公園の整備状況は、991箇所 879ｈａですが、

とくに地域住民と密接なかかわりのある街区公園等においては、次代を担う児童に健

全で安全な遊び場を提供し、児童の交通事故、体力低下、非行等を防ぐとともに、憩

の場の提供、地域住民の交流促進等のため、その整備を進めており、令和２年度末現

在、住区基幹公園（街区公園、近接公園、地区公園）は、961箇所、約 430ｈａとなっ

ています。さらに安全で安心して遊べる子どもの遊び場の確保、住みよい環境づくり

等に資するよう公園の整備の推進を図ります。 

（イ）児童遊園の整備  

令和２年度末現在、児童遊園は 176箇所です。健全な育成と各種の事故防止に資す

るため、管理運営を担う地域の住民で自主的に組織された団体等が取り組む事業に対

して、引き続き必要な経費の一部を補助する等の支援を行い、安全で安心して遊べる

子どもの遊び場の確保を図ります。 

（ウ）児童いきいき放課後事業  

市内に居住する学齢児童を対象に、小学校施設を活用しながら、放課後や長期休

業日などに専任指導員の下、遊びを中心とした活動を行っており、全市立小学校に

おいて実施している。 

引き続き本事業を実施することにより、遊びを通して児童の健全な成長・発達を

促すとともに、放課後等における安全な遊びの空間や時間、友達等との交流の機会

の確保を図ります。 

（エ）学校体育施設開放の促進  

学校体育施設開放事業の実施や総合型地域スポーツクラブの育成によって、安全な

子どものスポーツ活動の場の確保を図ります。 

ウ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、欠壊又は異常気

象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のためやむを得

ないと認められる場合には、「道路法」（昭和 27年法律第 180号）に基づき、迅速かつ

的確に通行の禁止又は制限を行います。また、道路との関係において必要とされる車両

の寸法、重量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止す

るため、指導・取締体制の強化を図ります。 

エ 地域に応じた安全の確保 

交通の安全は、地域に根ざした課題であることに鑑み、沿道の地域の人々のニーズや

道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、その特性に応じた道路交通環境の整備を行

います。 

 

（11）踏切道における交通の安全についての対策 

ア 踏切事故の現状 

大阪市域における踏切事故（鉄道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに起因する列

車事故をいう。）は、長期的には減少傾向にあり、大阪市域での令和２年の発生件数は

１件、死傷者数は１人となっています。 

このような中、踏切道の改良等の安全対策については、これまでも積極的に推進して

きたところですが、改良するべき踏切道もなお残されているのが現状です。 

イ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 

現在進めている抜本的な交通安全対策である連続立体交差事業等により、除却を促

進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線建設にあたっては、極力立体交差化

を図ります。 
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また、その他の踏切道については、早期に安全・安心を確保するため各踏切道の状況

を踏まえ、歩道拡幅等の構造改良やカラー舗装等を促進します。 

加えてバリアフリー化を含めた高齢者等が安全で円滑に通行するための対策を促進

します。 

以上のとおり、立体交差化等による「抜本対策」と構造の改良等による「速効対策」

による総合的な対策を促進します。 

 

２ 交通安全思想の普及啓発 

人命尊重という理念の下に、市民一人ひとりが交通社会の一員としての責任を自覚し、交

通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の人々や地域の安全にも

貢献できる能力を育む活動を交通安全教育といいます。 

幼児期から高齢期まで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な

学習を通じて、交通安全を自らの課題として認識するように促すことが重要となり、交通

安全教育・普及活動については、本市と警察が連携しつつ、各ライフステージにおいて関係

する学校園や民間団体と協働して、以下の取組みを推進していくこととします。 

 

（１）ライフステージに合わせた取組み  

ア 幼稚園・保育所  

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通

ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活において

安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び知識を習得させることを目的と

します。 

具体的には、日常の教育・保育活動のあらゆる場面で、紙芝居や視聴覚教材等を活用

した交通安全教育を計画的かつ継続的に行うとともに、幼児が心身の発達段階に応じ

て、交通安全のルールやマナーを身につけることができるよう、教職員の指導力の向上

や教材等の整備等を推進します。 

また、保護者が日頃から安全に道路を通行するなど、幼児の手本となり、適切な指導

ができるよう、保護者を対象とする交通安全講習会等の実施に努めます。 

加えて、地域において交通安全に関心を持ってもらうための啓発活動や、保護者ぐる

みの交通安全教育が組織的かつ継続的に実施されるよう、ボランティアの諸活動を引

き続き支援していきます。 

イ 小学校  

小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び

自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の状況

に応じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、これを回避

して安全に通行する意識及び能力を高めることを目的とします。 

具体的には、体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を

通じて、安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と

回避、交通ルールの意味及び必要性等についての交通安全教育を行います。 

このような教育課程と相まって、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための

教育教材等を作成・配布するとともに、交通安全教室の開催や、教員等を対象とした心

肺蘇生法の実技講習会等を実施します。 

また、保護者が歩行中、自転車乗用中等日常生活の中での規範となって、児童に対し、

基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう、保護者を対象とする交通安全講

習会等を開催するよう努めます。 

加えて、ボランティアの諸活動を引き続き支援していきます。 

ウ 中学校  

中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自

転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、

道路を通行する場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全

にも配慮できるようにすることを目的とします。 

具体的には、保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全
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体を通じて、安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と

回避、標識等の意味、自転車事故における加害者の責任、応急手当等について重点的に

交通安全教育を実施します。 

このような教育課程と相まって、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための

教育教材等を作成・配布するとともに、指導者の派遣や交通安全教室の開催、教員等を

対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施します。 

エ 高等学校  

高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二

輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために必要な技能と知

識を習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し、自他の生命を尊

重するなど責任を持って行動することができるような健全な社会人を育成することを

目的とします。 

具体的には、保健体育、ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事等の特別活動、総

合的な学習の時間等を中心に学校教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪

車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等について更に理解を

深めるとともに、免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全教育を行います。 

特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実情に応

じて、安全運転を推進する関係機関等と連携しながら、安全運転に関する意識の向上及

び実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図ります。 

このような教育課程と相まって、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための

教育教材等を作成・配布するとともに、指導者の派遣や教員等を対象とした心肺蘇生法

の実技講習会等を実施します。 

オ 特別支援学校 

特別支援学校においては、子どもの障がいの状態、発達段階、特性及び地域の実態等

に応じて、自ら危険な場所や状況を予測・把握し、必要な場合には援助を求めることが

できるよう、保健体育科、道徳、自立活動、学級活動・学校行事等の特別活動、総合的

な学習の時間等を中心に、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての安全、車椅子の

安全な利用、自転車・乗り物の安全な利用、二輪車・自動車の特性、交通事故の防止な

どについて、適切に指導します。特に、登下校時における交通安全に必要なきまり等に

ついては、家庭等の協力を得ながら日常的に指導を行います。 

カ 成人に対する交通安全教育の推進  

成人に対する交通安全教育は、子どもに対して交通ルール・マナーを手本として示す

べき立場にあるという観点から、交通安全意識の高揚を図るため、「交通事故をなくす

運動」区推進本部（構成団体：区役所、警察、地域団体等）等を中心とした地域での実

践・体験・参加型交通安全教室や教育委員会が行う各種の社会教育、事業所等における

活動を通じた交通安全教育など、あらゆる機会を通じて交通安全意識の普及を図りま

す。 

また、自動車等の安全運転の確保の観点から、「交通事故をなくす運動」区推進本部

等が、交通安全協会等と連携して免許取得者を対象とした「安全運転講習会」への参加

を促し、運転者に対する交通安全教育の充実に努めるとともに、交通事故時等への備え

や、自身の運転特性を把握し、安全運転意識の向上にもつながる映像記録型ドライブレ

コーダー等の普及啓発に努めます。 

さらに、自転車の安全利用について、地域における交通安全のための諸活動の促進を

図るとともに、関係機関・団体等による活動を促進します。 

大学生・専修学校生等に対しては、学生の自転車や二輪車及び自動車の事故・利用等

の実態に応じ、関係機関等が連携し、交通安全教育の充実に努めます。 

一方、運転免許を持たない若者の増加に鑑み、運転免許を持っていない人が交通安全

について学ぶ機会を設けるよう努めます。 

キ 高齢者に対する交通安全教育の推進  

高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動や危険認識、交

通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴う身体機能の変化が、歩行

者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や、運転者側から見た歩行者や自転車の
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危険行動を理解させるとともに、自ら納得して安全な交通行動を実践することができ

るよう、必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させることを目的とします。 

具体的には、毎月 15日を「高齢者交通事故ゼロの日」とするなど、高齢者自身の交

通安全意識を高めるための啓発活動を引き続き展開します。例えば、老人福祉センター

などの施設利用者に対して、広く交通安全教室を開催したり、高齢運転者に対しては、

地元の自動車教習所と連携して安全運転の講習会を開催し、自己の運転特性を理解し

た安全運転を行う気付きを与えるなど、あらゆる機会や場を活用して、交通安全意識の

高揚に努めます。 

一方、地域全体で高齢者を見守り、高齢者に配慮する意識を高めていくことや、地域

や関係団体等と連携し、日常的に地域活動で接する機会や、家庭を訪問する機会を活用

し、高齢者に発生しがちな事故実態に即した助言を行うなど、自らの安全確保を促すと

ともに、反射材用品の活用等交通安全用品の普及にも努めます。 

また、交通安全教育の担い手となるボランティア（高年者交通安全リーダー）の育成

を行い、老人クラブ、レクリエーションクラブ等の活動の中で、自発的に普及啓発活動

が行われるよう促すとともに、老人クラブ等が自主的に交通安全活動を展開するにあ

たり、地域・家庭における主導的役割を果たすよう指導・援助を行います。 

ク 障がい者に対する交通安全教育の推進  

障がい者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、手話通訳

員の配置、字幕入りビデオの活用等に努めるとともに、参加・体験・実践型の交通安全

教育を開催するなど障がいの程度に応じ、きめ細かい交通安全教育を推進します。 

ケ 外国人に対する交通安全教育の推進 

交通安全に関する情報について、関係機関等と連携し、多言語によるガイドブックや

ウェブサイト等各種広報媒体を活用するなど交通ルール周知活動等を推進します。 
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取 組 事 例 

 

 

 
 

幼稚園・保育所 

・紙芝居やパネルなどの視覚教材、模擬信号機・横断歩道を活用した交通 

安全教室の実施 

・小学校に就学する前の幼児の家庭を対象に、ルールブック等を配付 

・保護者向けの交通安全教室の実施 

・散歩時等を活用した安全な歩き方指導の実施 

 

小学校 

・自転車の走行体験ができる自転車運転シミュレーションを使用した親子 

での自転車安全運転講習会の実施 

・交通安全をテーマとした絵画作品展等の実施 

・自転車安全運転マナーとルールを説明する小学校低学年向け動画の作成 

・朝礼等の時間を利用した交通ルールやマナー説明の実施 

 

中学校 

・自転車移動の機会を利用し、視覚教材を活用した実践的な交通安全教室 

の実施 

 

高等学校 

・自動車教習所のコースを使用した交通安全教育の実施 

・自転車通学生を対象とした自転車運転マナー・ルールの啓発の実施 

 

  特別支援学校 

・視覚教材や模擬信号機・横断歩道を活用した歩行訓練の実施 

 

成人 

・３歳児検診時や地域行事を利用した親世代への交通安全教室の実施 

 

          高齢者 

・高齢者施設等の行事を利用した交通安全教室の実施 

・模擬信号機や車を活用した交通安全教室の実施 

 

  

 

（２）交通安全運動の推進 

市民一人ひとりに交通安全思想の普及徹底を図り、交通ルールの遵守と交通マナーの

実践を習慣づけるため、大阪府交通対策協議会（構成団体：大阪市、大阪府、大阪府警察

本部、近畿運輸局、近畿地方整備局、大阪府交通安全協会など）の主唱の下、「『交通マナ

ーを高めよう！』府民運動大綱」に基づき、本市では各区の「交通事故をなくす運動」区

推進本部を設置し、春・秋の全国交通安全運動、夏・年末の交通事故防止運動などを展開

し、区民の交通安全意識の高揚を図っていきます。 

 

（３）移動手段別の取組み 

ア 歩行者に対する取組み 

（ア）横断歩道における安全確保 

歩行者が遭遇する交通事故件数の約３割は、横断歩道で起きています。このことを
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踏まえ、歩行者は横断歩道を渡ることを基本にしつつ、信号機のある所では、その信

号に従うといった交通ルールの徹底や、横断する際には運転者にその意思を明確に

伝え、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気を付けること等、歩行者が

自らの安全確保のための行動を促します。 

（イ）反射材用品の普及促進 

自転車の重大事故は、夕暮れ時から夜間にかけて発生しやすい傾向にあることを

踏まえ、夜間に歩行する際には、反射材を身に着けたり、反射材が組み込まれた衣服

や靴、かばん等を着用することを推奨します。 

（ウ）“歩きスマホ”等の防止 

スマートフォンの画面を注視しながら歩行する等いわゆる“歩きスマホ”について

は、周囲に払うべき注意が散漫となり、行為者本人にとってだけでなく、他者を巻き

込む危険性が指摘されています。ヘッドフォンにより音楽等を聴きながらの歩行も

同様に危険な行為です。これら“ながら”行為の危険性について自覚を促すよう、啓

発していきます。 

イ 自転車運転者に対する取組み 

（ア）自転車安全利用五則の徹底 

交通手段として自転車を利用する際には、自動車と関連する事故で負傷したり、歩

行者への衝突や接触により負傷させることもあります。 

このことから、自転車は車両として原則、道路を通行するとともに、左側通行を行

い、例外的に歩道上を通行する場合には、歩行者を優先するなど、交通ルールを遵守

することが重要となります。 

自転車安全利用の啓発にあたっては、「自転車安全利用五則」（平成 19年７月 10日

中央交通安全対策会議 交通対策本部決定）を引き続き周知し、徹底していきます。 

また、大阪市内における自転車事故の死傷者のうち死者数の割合は 32％（12 人）

であり（前掲「自転車の交通事故の状況」（７頁）参照）、主な死因としては、頭の損

傷によるものです。 

このことから、幼児・児童の保護者や高齢者に対しては、自転車事故時の頭部保護

の重要性からヘルメット着用による被害軽減効果について、理解の促進に努めると

ともに、全ての年齢層の自転車利用者に対しても、ヘルメットの着用を推奨します。 

また、加害者になった場合への備えとして、「大阪府自転車の安全で適正な利用の

促進に関する条例」（平成 28年大阪府条例第５号）で加入が義務付けられている損害

賠償責任保険等への加入促進を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）灯火の徹底及び反射材用品の普及促進 

自転車の重大事故は、夕暮れ時から夜間にかけて多発している傾向にあります。 

自転車灯火の点灯は、前方視界の確保のみならず、周囲に本人の接近を認識させる

効果があります。また、明るい服装や反射材のついたものを身に着けたり、自転車に

取り付けることで、灯火を点けて接近する自動車等に本人の存在を認識させる効果

があり、そのことによって、交通事故防止につなげられるということを周知するとと

自転車安全利用五則 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者が優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

   飲酒運転 二人乗り 並進の禁止 

夜間はライトを点灯 

交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用 
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もに、実施を促進します。 

（ウ）“ながらスマホ”等の根絶 

スマートフォンの画面等を注視しながら運転をするいわゆる“ながらスマホ”につ

いては、周囲に払うべき注意が散漫となり、行為者本人にとってだけでなく、他者に

大きな被害を与える危険性があります。傘を差しながらの運転やヘッドフォンによ

り音楽等を聴きながらの運転も同様に、事故につながる危険な行為であり、これら

“ながら”行為の危険性について自覚を促し、根絶に向けて啓発していきます。 

ウ 自動車運転者等に対する取組み 

交通事故の加害者となりうる自動車等の運転者には、運転者としての能力や資質の

向上を図ることが必要であることから、これから運転免許を取得しようとする人を対

象者に含め、運転者教育等の充実に努めます。 

これに併せて、高齢者や障がい者、子どもを始めとする歩行者や、自転車に対する保

護意識の向上を図ります。 

なお、自動車等の同乗者は責任を負わないのが原則である一方、運転者の補助的役割

を担うことから、運転者の飲酒運転を黙認するなど、運転補助の役割を果たさなかった

場合には事故の責任から逃れられないといった認識を促すことも重要です。 

（ア）シートベルト、ヘルメット着用の徹底 

交通事故が発生した場合、シートベルトが非着用の場合では、致死率が約 10倍に

なると言われています。しかしながら、大阪府内一般道のシートベルト着用率は、運

転席 97.6％、助手席 94.2％、後部座席 25.3％（大阪府警察と一般社団法人日本自動

車連盟大阪支部の合同調査〔令和２年〕による）であることから、正しい着用方法に

よるシートベルトの効果の周知と併せて、後部座席を含めたすべての座席での着用

の徹底に向けた啓発を展開します。 

また、自動二輪車及びミニバイクの安全利用の観点から、その安全対策として、各

種啓発活動を通じて乗車用ヘルメットの着用をはじめ、二輪車の安全利用について、

啓発を推進します。 

（イ）チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシート不使用の場合、交通事故での致死率は適正使用に比べて 10倍以

上であることから、正しい着用方法によるチャイルドシートの効果について、理解を

深めるための啓発・指導を推進し、チャイルドシートの使用の徹底を図ります。特に、

比較的年齢の高い幼児の保護者に対し、取組みを強化します。 

また、幼稚園、保育所、認定こども園等関と連携し、内閣府が作成した推進シンボ

ルマークを活用するなど効果的な広報啓発・指導を推進します。 

その際、６歳以上であっても、体格等の状況により、シートベルトを適切に着用さ

せることができない子どもには、チャイルドシートを使用させるよう啓発します。 

（ウ）飲酒運転の撲滅 

飲酒運転の撲滅に向けては、飲酒運転による交通事故の危険性や引き起こされた

交通事故後の被害者と加害者の実態などを周知することによって、その危険性・責任

の重大性への理解を図ります。 

また、ハンドルキーパー運動（※）など、酒類製造･販売業者、酒類提供飲食店、

駐車場関係者等の職域と連携した普及啓発なども進め、「飲酒運転は、しない！させ

ない！許さない！」という市民の規範意識の確立を図ります。 

（※）自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）

を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動 

（エ）妨害運転の撲滅 

非常に危険で、重大な交通事故を誘発しうる、あおり運転等の妨害運転の撲滅に向

けては、家庭や地域において、その危険性・責任の重大性を運転者に認識させるため

の啓発を推進します。 

（オ）夜間運転時の危険性の啓発 

薄暮の時間帯から夜間にかけて速度超過違反、飲酒運転、歩行者の横断違反等によ

る重大事故が多発する傾向があります。このような事故実態やその危険性等を広く

周知することで、これら違反の防止を図ります。また、薄暮の時間帯は、周囲の視界
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が徐々に悪くなり、他の自動車や自転車、歩行者などと、互いに発見が遅れたり、距

離や速度が分かりにくくなることから、自動車運転者は前照灯の早めの点灯や、より

遠くの前方の視界を確保するため対向車や先行車がいない状況におけるハイビーム

の使用を促します。 

（カ）高齢者マークの表示促進 

高齢者の関わる交通事故の防止に向けて、歩行中や自転車乗用中に遭った交通事

故の実態を広く市民に周知することによって、高齢者の行動特性について関心を持

ってもらい、市民意識を高めます。 

一方、高齢運転者に対しては、乗用する自動車に、高齢運転者標識（高齢者マーク）

の表示を促すとともに、広く市民に対しても、高齢者マークを付けた自動車への保護

など配慮を行う意識を高めるように努めます。 

（キ）“ながらスマホ” の根絶 

運転中にスマートフォン等を操作したり、画面等を注視しながら運転をするいわ

ゆる“ながらスマホ”については、周囲に払うべき注意が散漫となり、交通事故を誘

発するなど、他者に大きな被害を負わせる危険性があります。その危険性・責任の重

大性の周知を通じて自覚を促し、“ながら”行為の根絶に向けて、啓発を推進してい

きます。 

（ク）職域との連携 

事業活動に伴う交通事故防止を一層促進するため、また、交通労働災害防止の観点

からも、自動車・バイク・自転車の運転業務に労働者を従事させるすべての事業者が

安全への取組みを行う必要があります。 

事業者に対しては、従業員の安全運転管理の取組みとして、映像記録型ドライブレ

コーダー等の車載機器の事業用車両への設置や、交通安全教育の普及に向けた働き

かけに努めます。また、飲酒運転撲滅の観点から、事業所におけるアルコール検知器

を活用した運行前検査の徹底について啓発を推進していきます。 

 

（４）広報活動等の取組み 

あらゆる場や機会を活用した交通安全教育に併せて、広報媒体やメディアを活用した

情報発信とともに、イベント活動などの展開を図っていきます。 

ア 広報活動 

インターネット（ホームページ、携帯端末）、広報紙、ポスター・チラシなどの自主

媒体を活用して、タイムリーな発信に努めます。 

情報発信にあたっては、訴求力を高めるため、時機にかなったテーマや、交通事故の

実例なども紹介しながら、我が事として受け止めてもらえるような発信にも努めます。 

また、交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから、家庭に浸透させるため

のきめ細かな情報提供にも努め、地域団体とも連携を図りながら時機にかなった気運

の醸成や、普及啓発を図っていきます。 

また、重点的・集中的なプロモーションを行うため、民間事業者への働きかけにより、

街頭のデジタルサイネージやスタジアムのビジョンの積極活用による広報・プロモー

ションにも取り組みます。 

加えて、報道機関への情報提供を積極的に行うことで、新聞やテレビ・ラジオ等のパ

ブリシティにもつなげていきます。 

イ イベント活動 

各季に実施する交通安全運動といった行政区域単位の広範なキャンペーンから、校

区等単位の地域住民と連携したエリア限定的な取組みまで、ターゲットに応じたさま

ざまな規模で実施します。 

実施にあたっては、地域住民をはじめ、学校園、民間事業者等、様々な団体と協働し

て実施することで、実効性を期することとします。また、地域や学校園、職域等によっ

て主体的に行われる、交通安全の取組みに対しては、情報提供や講師を派遣するなど、

積極的な支援を行っていきます。 
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取 組 事 例 

 

 

 
 

〈全体的な取組み内容〉 

・各季に実施する交通安全運動期間において、交通ルールの遵守と交通マナーを 

習慣づけるため、警察と連携して、交通安全キャンペーンや交通安全啓発を実施 

（４月）春の全国交通安全運動 

（７月）夏の交通事故防止運動 

（９月）秋の全国交通安全運動 

（11月）自転車マナーアップ強化月間 

（12月）年末の交通事故防止運動 

 

〈各季の交通安全運動を中心とした取組例〉 

・交差点や横断歩道において、歩行者・自転車利用者に対して交通安全啓発を実施 

・警察と合同で国道等において、ドライバーに対して、飲酒運転撲滅やシートベルト 

着用啓発を実施 

・街頭において、自転車利用者への無灯火防止の指導を実施 

・区民まつり等を利用した交通安全啓発の実施 

・ＰＴＡ等と連携した親子交通安全教室の実施 

 

 

 

   

３ 自動車駐車対策の推進 

道路交通の安全と円滑を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するため、交通の状況や地

域の特性に応じた駐車対策を推進します。 

自動車の駐車問題の解決にあたっては、「大阪市駐車基本計画」に基づき、①駐車需要の

抑制、②駐車スペースの有効利用と拡大、③取締り強化の要請、④マナーの向上の 4 項目

を基本方針として、駐車場情報の提供などによる駐車場の有効利用や、建築物における駐

車施設の附置義務化などによる民間駐車場の整備促進、さらに、めいわく駐車をなくすた

めに「大阪市迷惑駐車の防止に関する条例」（平成６年大阪市条例第 20 号）に基づくドラ

イバー・市民への助言・啓発活動の推進など、総合的・長期的な駐車対策を推進します。 

 

４ 道路交通秩序の維持 

交通ルール無視による交通事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事故事件捜

査、暴走族取締り等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。 

このため、交通事故実態等を的確に分析し、死亡事故等重大事故に直結する悪質・危険性

の高い違反や、駐車違反等の迷惑性の高い違反に重点を置いた交通事故抑止に資する交通

指導取締りについて、関係機関等に働きかけ、本市施策との連絡調整を図ります。 

また、暴走族対策を強力に推進するため、関係機関等が連携し、地域が一体となって暴走

族追放気運の高揚等に努め、暴走行為をさせない環境づくりを推進します。 
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（１）交通指導の強化等  

歩行者及び自転車利用者の事故防止及び幹線道路における重大事故防止を図るため、

児童、高齢者、障がい者等の歩行者及び自転車利用者に対する指導の徹底、交通事故実態

の分析結果等を踏まえた事故多発路線等における街頭指導活動を強化します。 

そのほか、無免許運転、飲酒運転、妨害運転、著しい速度超過、信号無視、交差点関連

違反等の交通事故に直結する悪質性、危険性の高い違反、市民からの取締要望の多い迷惑

性の高い違反に重点を置いた指導の強化及び事業活動に関してなされた過労運転、過積

載等の違反に対する事業者の背後責任の追及について、関係機関等に働きかけ、本市施策

との連絡調整を図ります。 

また、自転車利用者による信号無視、踏切立入り、一時不停止、携帯電話使用、無灯火、

二人乗り等に対して積極的に警告の啓発を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対する

検挙措置について、関係機関・団体等に働きかけ、本市施策との連絡調整を図ります。 

 

（２）暴走族等対策の推進 

ア 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実 

暴走族追放の気運を高揚させるため、「暴走族問題大阪府民会議」を中心に啓発活動

を行うとともに、報道機関等に対する資料提供を行い、暴走族の実態が的確に広報され

るよう努めます。 

また、暴走族問題と青少年の非行等との問題行動等の関連性を踏まえ、青少年健全育

成の観点から、関係機関・団体等とも連携を図りつつ、青少年が暴走族に加入しないよ

う家庭、学校、職場、地域等における適切な指導等を促進します。 

イ 暴走行為阻止のための環境づくり 

暴走族等及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設等の管理者に協

力を求め、暴走族等及び群衆をい集させないための環境づくりを推進するともに、地域

における関係機関・団体等と連携して、暴走行為等ができない道路交通環境づくりを推

進します。 

 

５ 救助・救急活動の充実 

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、高速自動車国

道を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消防機関等の救急関係機

関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ、救助・救急体制及び救急医療体制の整備を図

ります。特に、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場又は搬送

途上において、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による一刻も早い救急医療、応急処

置等を実施するための体制整備を図るほか、バイスタンダー（現場に居合わせた人）による

応急手当の普及等を推進します。 

（１）救助・救急体制の整備 

ア 救助体制の整備・拡充 

市内 25 消防署と３消防出張所に 28 隊の特別救助隊等（特別救助隊 13・救助隊 15）

を配置しているほか、本部直轄の特別高度救助隊を警防部警防課に配置し、効果的な救

助活動の実施に努めていますが、近年の救助活動の重要性に鑑み、救助隊員に対する専

門的な教育・訓練を行うとともに、救助体制の更なる強化を図り、関係機関相互の連携

の強化等、救助業務の円滑な運用を図ります。 

イ 多数傷者発生時における救助・救急体制の充実 

大規模道路交通事故等、多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、関係機関等

相互の連絡体制の整備、救護訓練の実施及び専門的な訓練を受けた災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）の活用等、救助・集団救急事故体制を推進します。 

ウ 自動体外式除細動器の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故発生直後、現場におけるバイスタンダーによる応急手当の実施により、救命

効果の向上が期待できることから、関係機関等は「救急の日及び救急医療週間」等の機

会を通じ、住民の救急業務に対する認識を深め、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用

方法も含めた応急手当の知識及び技術の普及を図るとともに、応急手当指導者の養成

を一層強力に行っていきます。 
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また、自動車教習所における教習及び取得時講習、更新時講習において応急救護処置

に関する知識の普及に努めます。 

さらに、学校においては、小学校の「体育」及び中学校、高等学校の「保健体育」に

おいて、けがの手当てや心肺蘇生法等の応急手当について指導するとともに、この指導

を効果的に実施するため、心肺蘇生法の実習や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の知識の

普及を含む各種講習会の開催により教職員の指導力の向上を図ります。  

エ 救急救命士の養成・配置等の促進 

重度傷病者の救命効果の向上を図るため、救急救命士を計画的に養成・配置し、救急

救命士が行える気管挿管、薬剤投与及び輸液などの特定行為を円滑に実施するための

講習及び実習を推進します。また、医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含め

た救急隊員による応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図

ります。 

オ 救助・救急用資器材の整備の推進 

多数の傷病者の発生する救急事故や、増加する交通事故等に対処するため、現在 69

隊の救急隊全てで高規格救急車を運用し、救急業務の適正運用に努めていますが、今後

も高度救命処置用資器材、消防救助用資器材等、救助・救急資器材の整備を推進し、効

率的な救助・救急活動の実施を図ります。 

カ 消防ヘリコプターによる救急業務の推進 

消防ヘリコプターによる救急業務の積極的推進を図ります。 

キ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

複雑多様化する救助・救急事案に対応できるよう、救助隊員（特別救助隊員を含む）

及び救急隊員の養成及び知識・技能の向上を図るため、消防大学校及び専門的な資格を

取得するための各種機関への派遣、高度専門教育訓練センターにおける教育訓練並び

に職場教育を推進します。 

ク 高速自動車国道等における救急業務体制の整備 

高速自動車国道及び自動車専用道路における救急業務については、西日本高速道路

株式会社、阪神高速道路株式会社及び沿線市町村の相互の連携・協力の下、救急体制の

整備を促進します。  

 

（２）救急医療体制の整備 

ア 救急医療機関等の整備  

救急医療体制の基盤となる初期救急医療体制を確保するため、休日夜間急病診療所

を整備します。特に、重篤な救急患者を受け入れるため、総合医療センター及び大阪市

立大学医学部附属病院に対し、救命救急センターとして、三次救急医療の提供・充実に

取り組むよう求めています。 

また、入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる二次救急医療機関等に対し

て、救急医療の確保に必要な支援を行い、市域における二次救急医療体制の充実を図り

ます。 

 

イ 救急医療担当医師・看護師等の養成等  

総合医療センター及び大阪市立大学医学部附属病院における救急医療の機能を維

持・向上させるために、教育研修機能の充実などを務め、優れた医師、看護師等の育成

に取り組むよう求めています。 

また、市民に対し外傷に対処する際の応急措置やＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用

いた心肺蘇生法等に関する知識・技術の普及、また、救急救命士の病院研修の実施によ

り、地域におけるプレホスピタルケア（傷病発生から病院搬送までの間の医療確保によ

って救命率を高めようとする手技及び手法）の推進を図ります。 

 

（３）救急関係機関との協力関係の確保等  

救急医療施設への迅速かつ適切な搬送及び受入体制を確保するため、大阪府と協力し

て救急医療機関、消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進する

とともに、救急医療機関の受入・連絡体制の明確化等を図ります。 
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また、医師の判断を直接救急現場に届けられるようにするため、救急隊が使用するスマ

ートフォンにより医師と直接交信するシステム（ホットライン）を活用するなど、救急医

療機関と消防機関が相互に連携を取りながら、より効果的な体制を整備充実します。 

 

６ 交通事故相談活動の推進及び交通事故被害者支援の充実  

現在、本市における交通事故に関する相談は、各区役所等で実施の大阪市法律相談にて

損害賠償等法的な問題について受け付けるほか、市役所で実施する大阪民事調停協会との

共催による民事調停手続相談においても受け付けており、今後も各種広報を通じて相談活

動の周知を図ります。 

近年、自転車が加害者になる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした賠

償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、関係事業者の

協力を得つつ、損害賠償保険等への加入を促進します。 

 

７ 調査研究の充実 

（１）交通実態調査等の推進  

交通安全対策、駐車対策等の効果的な推進に資するため、交通実態の多角的な調査を実

施するとともに、その有効活用を図ります。 

また、道路機能として自動車等の通行機能のみならず、歩行者・自転車利用者が道路を

利用するにあたって十分な安全性・快適性を有することが求められていることから、安全

で快適な道路空間のあり方については、十分な議論を基にした調査研究を行い、全ての人

が利用できるユニバーサルデザインの考え方を取り入れた道路空間の実現に努めます。 

 

（２）交通安全教育に関する研究  

家庭、地域における交通安全教育、小・中学校及び高等学校での交通安全指導、大阪市

における交通安全対策業務推進体制と活動のあり方などについて各分野の専門家との連

携・協力の下に調査研究し、新たな手法による交通安全教育活動を展開して、交通安全思

想の普及の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


